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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置及び入力装置を備えたコンピュータが、前記表示装置に部品データに基づき、
複数の部品からなる設計品の形状を表示する方法であって、
　前記コンピュータが、前記入力装置から前記複数の部品のうちの少なくとも１つの部品
を変更する指示を受け付ける受付ステップと、
　前記指示を受け付けた変更後の部品が、少なくとも形状を規定する寸法及び型番を含む
データが予め部品種類に応じて階層的に記憶された複数の標準部品のデータを記憶する標
準部品データ記憶部に記憶されているか否かを検索する検索ステップと、
　前記検索ステップで前記変更後の部品が前記標準部品データ記憶部に記憶されている場
合、前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記標準部品に係る前記型番に置き換え
る型番置換ステップと、
　前記指示を受け付けた変更後の部品の形状データに基づく部品の形状を前記表示装置に
表示する再表示ステップとを実行し、
　前記標準部品データ記憶部には前記部品の形状データを規定する少なくとも１つの寸法
に関する寸法範囲が含まれ、
　前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法範囲内である場合、前記設計品
に係る前記変更前の部品の型番を前記型番置換ステップで前記変更後の寸法に応じた型番
に置き換えることを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記コンピュータは報知装置を備え、
　前記コンピュータが、前記検索ステップで前記変更された部品が前記標準部品データ記
憶部に記憶されていないとされた場合、前記報知装置で警告を報知する警告ステップをさ
らに実行することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記部品を変更する指示は、当該部品の形状データを規定する少なくも１つの寸法を変
更する指示を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンピュータは、前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法範囲外で
ある場合、前記警告ステップで警告を報知することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記部品を変更する指示は、当該部品の形状データを変更する指示を含むことを特徴と
する請求項１から４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記部品を変更する指示は、前記部品の前記データのうち少なくとも何れかのデータを
変更する指示を含むことを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法範囲内である場合、
　前記コンピュータが、前記変更後の寸法の長さに応じて前記変更後の部品に対する価格
を算出する価格算出ステップと、
　前記価格算出ステップで算出した価格を前記表示装置に表示する価格表示ステップをさ
らに実行することを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記データには前記部品に関する納期又は価格が含まれることを特徴とする請求項１か
ら７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記部品を変更する指示は、当該部品を対して少なくとも１か所の形状を変更する指示
を含むことを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記標準部品データ記憶部には前記部品に対して少なくとも１か所の形状を変更した準
標準部品に関するデータが予め記憶されており、
　前記検索ステップで前記部品の変更後の形状の変更が前記準標準部品と一致する場合、
前記型番置換ステップで前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記変更後の準標準
部品に応じて生成した型番に置き換えることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検索ステップで前記部品の変更後の形状の変更が前記標準部品と一致する場合、前
記型番置換ステップで前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記変更後の標準部品
に応じた型番に置き換えることを特徴とする請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記コンピュータは、前記表示されている部品の当該部品の型番を少なくとも含むリス
トを作成するリスト作成ステップをさらに実行し、
　前記型番置換ステップで前記変更前の部品の型番を前記変更後の標準部品に応じた型番
に置き換えたとき、前記リスト作成ステップで前記変更前の部品の型番を前記変更後の標
準部品に応じた型番に置き換えたリストを作成することを特徴とする請求項１から１１の
何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンピュータは、前記型番置換ステップで前記部品の型番を置き換えたとき、前記
部品の形状データ及び型番を含むデータに係るファイル名を変更するファイル名変更ステ
ップをさらに実行することを特徴とする請求項４，１０，１１の何れか１項に記載の方法
。
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【請求項１４】
　前記部品を変更する指示は、型番を変更する指示を含むことを特徴とする請求項１から
１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記標準部品データ記憶部に記憶された前記標準部品のデータには、前記標準部品の基
本形状の寸法を規定する基準寸法に関するデータが含まれ、
　前記検索ステップで前記部品の変更後の形状の変更が前記標準部品と一致するとされた
場合、前記再表示ステップで前記変更後の部品を、当該部品の寸法が前記標準部品の寸法
と一致するように表示することを特徴とする請求項１１又は１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記コンピュータは、前記受付ステップで前記部品を変更する指示を前記入力装置から
受け付けたとき、
　当該変更する指示を受け付けた部品に関連する他の部品の形状データを変更する関連部
品変更ステップをさらに実行し、
　前記再表示ステップにおいて、前記関連部品変更ステップで変更した前記部品の形状デ
ータに基づく形状も再表示することを特徴とする請求項１から請求項１５の何れか１項に
記載の方法。
【請求項１７】
　表示装置及び入力装置を備えたコンピュータに、
　前記入力装置から複数の部品からなる設計品の少なくとも１つの部品を変更する指示を
受け付ける受付ステップと、
　前記指示を受け付けた変更後の部品が、少なくとも形状を規定する寸法及び型番を含む
データが部品種類に応じて階層的に予め記憶された複数の標準部品のデータを記憶する標
準部品データ記憶部に記憶されているか否かを検索する検索ステップと、
　前記検索ステップで前記変更後の部品が前記標準部品データ記憶部に記憶されている場
合、前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記標準部品に係る前記型番に置き換え
る型番置換ステップと、
　前記指示を受け付けた変更後の部品の形状データに基づく部品の形状を前記表示装置に
表示する再表示ステップとを実行させ、
　前記標準部品データ記憶部には前記部品の形状データを規定する少なくとも１つの寸法
に関する寸法範囲が含まれ、
　前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法範囲内である場合、前記設計品
に係る前記変更前の部品の型番を前記型番置換ステップで前記変更後の寸法に応じた型番
に置き換えさせることを特徴とするコンピュータに読み取り実行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の部品からなる設計品の設計を支援する設計支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、設計者による設計を支援するために、種々のＣＡＤアプリケーションが提案され
ている。このようなＣＡＤアプリケーションには、カタログに掲載されている標準部品な
どのＣＡＤデータを取り入れることが可能なものもある。
【０００３】
　さらに、特許文献１には、設計者が加工部品の外形寸法を変更したときに、作図を自動
的に修正して作業者のディスプレイに表示し、インターネット回線を介して部品メーカが
その部品を受注できる受注システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１２－７９０９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、設計者は、ディスプレイ上のＣＡＤ画面で設計変更などを行っており、
部品を変更した際に、変更後の部品が標準部品であるか、またその型番が何であるかなど
は、その場では考慮しない。
【０００６】
　そのため、変更後の部品が標準部品でない場合、再度設計変更を強いられるおそれがあ
る。また、部品メーカにとって、当初はカタログに掲載された標準部品で受注が見込まれ
た部品が設計変更によって受注できなくなるおそれがある。
【０００７】
　本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、変更をした部品に型番を追従させる
ことができる設計支援方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の方法は、表示装置及び入力装置を備えたコンピュータが、前記表示装置に部品
データに基づき、複数の部品からなる設計品の形状を表示する方法であって、前記コンピ
ュータが、前記入力装置から前記複数の部品のうちの少なくとも１つの部品を変更する指
示を受け付ける受付ステップと、前記指示を受け付けた変更後の部品が、少なくとも形状
を規定する寸法及び型番を含むデータが予め部品種類に応じて階層的に記憶された複数の
標準部品のデータを記憶する標準部品データ記憶部に記憶されているか否かを検索する検
索ステップと、前記検索ステップで前記変更後の部品が前記標準部品データ記憶部に記憶
されている場合、前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記標準部品に係る前記型
番に置き換える型番置換ステップと、前記指示を受け付けた変更後の部品の形状データに
基づく部品の形状を前記表示装置に表示する再表示ステップとを実行し、前記標準部品デ
ータ記憶部には前記部品の形状データを規定する少なくとも１つの寸法に関する寸法範囲
が含まれ、前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法範囲内である場合、前
記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記型番置換ステップで前記変更後の寸法に応
じた型番に置き換えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の方法によれば、変更後の部品が標準部品である場合、変更後の部品の型番は当
該標準部品に係る型番に自動的に置き換わる。よって、設計者が変更後の部品が標準部品
であるか否か、及び変更後の部品の型番などを調べる必要がなく、設計作業の簡略化を図
ることが可能となる。また、部品メーカにとって、当初はカタログに掲載された標準部品
で受注が見込まれた部品が設計変更によって受注できなくなるおそれを減少することが可
能になる。
　さらに、変更後の部品の寸法が標準部品の寸法範囲内である場合、変更後の部品の型番
は当該標準部品に係る型番に自動的に置き換わる。よって、設計者が変更後の部品が標準
部品であるか否か、及び変更後の部品の型番などを調べる必要がなく、設計作業の簡略化
を図ることが可能となる。
【００１０】
　本発明の方法において、前記コンピュータは報知装置を備え、前記コンピュータが、前
記検索ステップで前記変更された部品が前記標準部品データ記憶部に記憶されていないと
された場合、前記報知装置で警告を報知する警告ステップをさらに実行することが好まし
い。
【００１１】
　この場合、変更後の部品が標準部品でない場合、警告が報知されるので、一般的に安価
で短納期の標準部品を設計者が採用することを促すことが可能になる。
【００１２】
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　例えば、本発明の方法において、前記部品を変更する指示は、当該部品の形状データを
規定する少なくも１つの寸法を変更する指示を含むものである。
【００１３】
　例えば、本発明の方法において、前記コンピュータは、前記検索ステップで前記部品の
変更後の寸法が前記寸法範囲外である場合、前記警告ステップで警告を報知することが好
ましい。
【００１４】
　この場合、変更後の部品の寸法が標準部品の寸法範囲外である場合、警告が報知される
ので、標準部品の寸法範囲内に部品の寸法を収めようという意識を設計者に与えることが
可能になる。
【００１５】
　例えば、本発明の方法において、前記部品を変更する指示は、当該部品の形状データを
変更する指示を含むものである。
【００１６】
　また、例えば、本発明の方法において、前記部品を変更する指示は、前記部品の前記デ
ータのうち少なくとも何れかのデータを変更する指示を含むものである。
【００１７】
　また、本発明の方法において、前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法
範囲内である場合、前記コンピュータが、前記変更後の寸法の長さに応じて前記変更後の
部品に対する価格を算出する価格算出ステップと、前記価格算出ステップで算出した価格
を前記表示装置に表示する価格表示ステップをさらに実行することが好ましい。
【００１８】
　この場合、変更後の部品の価格を設計者に自動的に提示することが可能となる。
【００１９】
　例えば、本発明の方法において、前記データには前記部品に関する納期又は価格が含ま
れるものである。
【００２０】
　また、例えば、本発明の方法において、前記部品を変更する指示は、当該部品を対して
少なくとも１か所の形状を変更する指示を含むものである。
【００２１】
　また、本発明の方法において、前記標準部品データ記憶部には前記部品に対して少なく
とも１か所の形状を変更した準標準部品に関するデータが予め記憶されており、前記検索
ステップで前記部品の変更後の形状の変更が前記準標準部品と一致する場合、前記型番置
換ステップで前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記変更後の準標準部品に応じ
て生成した型番に置き換えることが好ましい。
【００２２】
　この場合、変更後の部品の形状が標準部品又は準標準部品の形状と一致する場合、変更
後の部品の型番は当該標準部品又は準標準部品に係る型番に自動的に置き換わる。よって
、設計者が変更後の部品が標準部品又は準標準部品であるか否か、及び変更後の部品の型
番などを調べる必要がなく、設計作業の簡略化を図ることが可能となる。また、変更後の
部品の寸法が標準部品でも準標準部品でもない場合、警告が報知されるので、標準部品又
は準標準部品に部品の形状を変更させようという意識を設計者に与えることが可能になる
。
【００２３】
　また、本発明の方法において、前記検索ステップで前記部品の変更後の形状の変更が前
記標準部品と一致する場合、前記型番置換ステップで前記設計品に係る前記変更前の部品
の型番を前記変更後の標準部品に応じた型番に置き換えることが好ましい。
【００２４】
　この場合、変更後の部品の形状が標準部品の形状と一致する場合、変更後の部品の型番
は当該標準部品に係る型番に自動的に置き換わる。よって、設計者が変更後の部品が標準
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部品又は準標準部品であるか否か、及び変更後の部品の型番などを調べる必要がなく、設
計作業の簡略化を図ることが可能となる。
【００２５】
　また、本発明の方法において、前記コンピュータは、前記表示されている部品の当該部
品の型番を少なくとも含むリストを作成するリスト作成ステップをさらに実行し、前記型
番置換ステップで前記変更前の部品の型番を前記変更後の標準部品に応じた型番に置き換
えたとき、前記リスト作成ステップで前記変更前の部品の型番を前記変更後の標準部品に
応じた型番に置き換えたリストを作成することが好ましい。
【００２６】
　この場合、部品を変更したとき、変更後の部品の型番に置き換えたリストを自動的に作
成することが可能となる。
【００２７】
　また、本発明の方法において、前記コンピュータは、前記型番置換ステップで前記部品
の型番を置き換えたとき、前記部品の形状データ及び型番を含むデータに係るファイル名
を変更するファイル名変更ステップをさらに実行することが好ましい。
【００２８】
　この場合、部品を変更したとき、当該部品に係るファイル名が自動的に変更するので、
変更前後でファイル名の混合を防止することが可能となる。
【００２９】
　例えば、本発明の方法において、前記部品を変更する指示は、型番を変更する指示を含
むものである。
【００３０】
　また、本発明の方法において、前記標準部品データ記憶部に記憶された前記標準部品の
データには、前記標準部品の基本形状の寸法を規定する基準寸法に関するデータが含まれ
、前記検索ステップで前記部品の変更後の形状の変更が前記標準部品と一致するとされた
場合、前記再表示ステップで前記変更後の部品を、当該部品の寸法が前記標準部品の寸法
と一致するように表示することが好ましい。
【００３１】
　この場合、変更前の部品の位置に、変更後の部品を配置することが可能になる。
【００３２】
　また、本発明の方法において、前記コンピュータは、前記受付ステップで前記部品を変
更する指示を前記入力装置から受け付けたとき、当該変更する指示を受け付けた部品に関
連する他の部品の形状データを変更する関連部品変更ステップをさらに実行し、前記再表
示ステップにおいて、前記関連部品変更ステップで変更した前記部品の形状データに基づ
く形状も再表示することが好ましい。
【００３３】
　この場合、部品を変更したときに、関連して変更させる必要がある部品も自動的に変更
することが可能になる。
【００３４】
　本発明のコンピュータに読み取り実行可能なプログラムは、表示装置及び入力装置を備
えたコンピュータに、前記入力装置から複数の部品からなる設計品の少なくとも１つの部
品を変更する指示を受け付ける受付ステップと、前記指示を受け付けた変更後の部品が、
少なくとも形状を規定する寸法及び型番を含むデータが部品種類に応じて階層的に予め記
憶された複数の標準部品のデータを記憶する標準部品データ記憶部に記憶されているか否
かを検索する検索ステップと、前記検索ステップで前記変更後の部品が前記標準部品デー
タ記憶部に記憶されている場合、前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記標準部
品に係る前記型番に置き換える型番置換ステップと、前記指示を受け付けた変更後の部品
の形状データに基づく部品の形状を前記表示装置に表示する再表示ステップとを実行させ
、前記標準部品データ記憶部には前記部品の形状データを規定する少なくとも１つの寸法
に関する寸法範囲が含まれ、前記検索ステップで前記部品の変更後の寸法が前記寸法範囲
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内である場合、前記設計品に係る前記変更前の部品の型番を前記型番置換ステップで前記
変更後の寸法に応じた型番に置き換えさせることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施形態に係る方法によってコンピュータで実行されるＣＡＤシステム
のブロック図。
【図２】リストの一例を示す図。
【図３】標準部品データを表示した画面に表示した一例を示す図。
【図４】設計品及びファイル名を画面に表示した一例を示す図。
【図５】標準部品データを表示した画面に表示した他の一例を示す図図。
【図６】準標準部品データを表示した画面に表示したさらに他の一例を示す図。
【図７】標準部品データを表示した画面に表示したさらに他の一例を示す図システムを示
す説明図。
【図８】本発明の実施形態に係る方法によってコンピュータで実行される第１実施例の処
理を示すフローチャート。
【図９】本発明の実施形態に係る方法によってコンピュータで実行される第２実施例の処
理を示すフローチャート。
【図１０】本発明の実施形態に係る方法によってコンピュータで実行される第３実施例の
処理を示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施形態に係る方法によってコンピュータで実行される第４実施例の
処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の実施形態に係る方法によってコンピュータ１００で実行されるＣＡＤシステム
について図面を参照して説明する。本発明の実施形態に係るプログラムは、コンピュータ
１００に読み取り実行可能なプログラムであり、コンピュータ１００でＣＡＤシステムを
実行させるものである。
【００３７】
　本ＣＡＤシステムは、市販のＣＡＤシステムに本発明の方法に係る機能を有するプログ
ラムをシステムにアドオンしたものであっても、ＣＡＤシステム自体のプログラムが本発
明の方法に係る機能を実行させるものであってもよい。
【００３８】
　ＣＡＤシステムは、コンピュータ１００によって構成される。ＣＡＤシステムを構成す
るコンピュータ１００は、キーボード及びマウスなどの入力装置１１０、ディスプレイな
どの表示装置１２０、プリンタなどの印刷装置を含む出力装置１３０、ＬＡＮ（Local Ar
ea Network）などの通信回線を介して情報を送受信する通信装置１４０、半導体メモリ、
ハードディスク装置などによって構成され、プログラム及びデータを記憶する記憶装置１
５０、記憶装置に記憶されるプログラムを実行して、入力装置１１０、表示装置１２０、
出力装置１３０、通信装置１４０を制御する中央処理装置（Central Processing Unit：
ＣＰＵ）、スピーカ装置などの報知装置１６０を含む。
【００３９】
　記憶装置１４０に記憶されるプログラムは、ＣＡＤシステムを制御するためのプログラ
ムであり、本発明の実施形態に係る方法を実施するプログラムの他に、ＯＳ（Operating 
System）及び各種のアプリケーションプログラムを含んでいてもよい。コンピュータ１０
０は、一般的なコンピュータでよく、詳細な説明は省略する。
【００４０】
　プログラムは記録媒体に記憶されたものであっても、無線、有線などを介してコンピュ
ータ１００の記憶装置１５０にインストールして記憶されたものであってもよい。記録媒
体は、例えば、磁気テープ／カセットテープなどのテープ系の記録媒体、フレキシブルデ
ィスク／ハードディスクなどの磁気ディスクもしくはＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk Read 
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Only Memory）／ＭＯ（Magnet Optical disk）／ＭＤ（Mini Disc）／ＤＶＤ（Digital V
ersatile Disk）などの光ディスクのディスク系の記録媒体、ＩＣ（Integrated Circuit
）カード（メモリカードを含む）／光カードなどのカード系の記録媒体、またはマスクＲ
ＯＭ／ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ReadOnly Memory）／ＥＥＰＲＯＭ（Electri
cally Erasable Programmable Read OnlyMemory）／フラッシュＲＯＭなどの半導体メモ
リを含む固定的にプログラムを担持する記録媒体であってもよい。
【００４１】
　ＣＡＤシステムは、図１に示すように、設計品データ作成部１１、設計品データ記憶部
１２、リスト作成部１３、設計品データ入力部１４、設計品データ表示部１５、部品デー
タ表示部１６、標準部品データ記憶部（標準部品データベース）１７、標準部品検索部１
８及び報知部１９を含んで構成される。
【００４２】
　設計品データ作成部１１、リスト作成部１３、設計品データ入力部１４、設計品データ
表示部１５、部品データ表示部１６、標準部品検索部１８及び報知部１９は、コンピュー
タ１００に含まれる記憶装置１４０に記憶されるＣＡＤシステムを制御するためのプログ
ラムを、ＣＰＵが実行することによって実現される機能である。設計品データ記憶部１２
及び標準部品データ記憶部１７は、コンピュータ１００に含まれる記憶装置１４０に含ま
れる。
【００４３】
　設計品データ作成部１１は、２次元ＣＡＤ（Computer Aided Design）システム、３次
元ＣＡＤシステムなどのＣＡＤシステムを用いて設計した設計品を表す設計品データを作
成する。設計品は、複数の部品から構成される。
【００４４】
　設計品データは、設計品を構成する各部品を表すデータを含むデータであり、設計品自
体を表す設計品データ、設計品を構成する部品を表す部品データ、部品が配置される位置
を表す位置データなどのデータを含む。
【００４５】
　設計品データには、当該設計品データのファイル名、設計品の名称、品番、設計者名、
作成日、バージョンなどが含まれる。部品データには、当該部品データのファイル名、部
品の名称、個数、型番、メーカ名、寸法、材質、表面処理、価格、納期、形状データなど
が含まれる。位置データには、各部品が配置される位置を示すデータが含まれる。
【００４６】
　設計品データ記憶部１２は、設計品データ作成部１１によって作成された設計品データ
を記憶する。
【００４７】
　リスト作成部１３は、設計品データ記憶部１２に記録された設計品データ及び部品デー
タを取得し、このデータを階層状に展開したリスト（部品表）を作成する。このリストに
は、図２に示すように、設計品の名称、品番、部品の名称、型番、個数などが含まれる。
【００４８】
　リスト作成部１３は、既存のＣＡＤシステムに内蔵されているプログラムがコンピュー
タ１００に実行させるものであってもよく、リストの形式、表示態様などは任意である。
なお、リスト作成部１３が作成したリストは、設計者からの要求をキーボードあるいはマ
ウスなどの入力装置１１０で受け付けた場合、随時、ディスプレイなどの表示装置１２０
に表示、またはプリンタなどの出力装置１３０で印刷される。
【００４９】
　設計品データ入力部１４は、キーボード、マウスなどの入力装置１１０による設計品デ
ータの変更、追加などの入力を受け付ける。この変更、追加は、一般的に知られているＣ
ＡＤ操作であり、ＣＡＤシステムによって相違するので、詳細な説明は省略する。
【００５０】
　また、設計品データ入力部１４は、部品データ表示部１６によってディスプレイなどの
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表示装置１２０に表示された部品に対する、キーボード、マウスなどの入力装置１１０に
よる変更の入力を受け付ける。なお、図３を参照して、部品の変更は、表示装置１２０の
画面上に表示されるポインタをマウスによって部品データの数値などが表示された欄の形
状の内部に移動し、マウスの左ボタンをクリックした後、キーボードなどから数値を入力
、又はマウスで数値の増大、減少ボタンをクリックすることなどによって入力される。
【００５１】
　設計品データ表示部１５は、設計品データ記憶部１２に記憶されている設計品データが
示す設計品の画像を、図４に示すようにディスプレイなどに表示する。このとき、設計品
に含まれる全ての部品を、当該部品に係る部品データに含まれる形状データが示す形状で
、かつ位置データに含まれる位置データが示す位置に配置して表示する。
【００５２】
　部品データ表示部１６は、設計品データ記憶部１２に記憶されている部品データが示す
部品の画像のほか、部品データに含まれる寸法、材質などのデータを含む部品に関するデ
ータを、図３に示すようにディスプレイなどの表示装置１２０に表示する。
【００５３】
　なお、部品データ表示部１６が部品に関するデータを表示装置１２０に表示させている
場合、設計品データ表示部１５は、当該部品を他の部品とは異なる態様で表示装置１２０
に表示させてもよい。例えば、当該部品を、他の部品よりも目立つ色で表示する、当該部
品を２重枠で囲んで表示する、当該部品をハイライト表示させればよい。
【００５４】
　標準部品データ記憶部１７には、各種標準部品の寸法、材質などに関するデータが記憶
されている。標準部品データ記憶部１７に登録されている部品を標準部品と呼ぶ。標準部
品には、寸法などに準じて型番が自動的に決定される標準部品も含まれる。一方、標準部
品でも準標準部品でもなく、型番が寸法などに応じて自動的に決定されない部品を、非標
準部品と呼ぶ。
【００５５】
　準標準部品とは、型番の一部に、所定の寸法（例えばシャフト長Ｌ）、材質、表面加工
などに対応する数値（例えばシャフト長２００ｍｍに対応して２００）、文字（例えば所
定のめっきに対応してＳ）などが組み込まれているが、標準部品として設定されたもので
はない部品のことである。準標準部品は、前記所定の寸法などに基づいて、価格は例えば
予め定められた計算式により計算可能であり、納期などは予め定められた部品である。準
標準部品は、通常、類似の標準部品と比べて高価で納期が長くなる。
【００５６】
　非標準部品は、型番が決定されず、特殊品、非規格品、特別加工品、標準部品又は準標
準部品に対して追加工、追加表面処理などが必要な部品である。非標準部品は、価格、納
期などを部品メーカに問い合わせが必要な部品であり、通常、類似の標準部品又は準標準
部品と比べて高価で納期が長くなる。
【００５７】
　図３は、標準部品データ記憶部１７に登録されている標準部品を表示した一例を示す図
である。ここでは、標準部品として「シャフト（スタンダード）」を例に挙げている。こ
こでは、「シャフト（スタンダード）」に関連付けられた標準部品データのパラメータ（
登録項目）として、型番、材質、表面処理（表面仕上げ）、シャフト径Ｄ、シャフト長Ｌ
、雄ねじ長さＦ、雌ねじ長さＢ、雄ねじ径Ｐ、雌ねじ径Ｎが登録されている。
【００５８】
　図５は、標準部品データ記憶部１７に登録されている準標準部品を表示した一例を示す
図である。ここでは、準標準部品として「シャフト（スタンダード）」を例に挙げている
。ここでは、「シャフト（スタンダード）」に関連付けられた準標準部品情報のパラメー
タとして、型番決定式、材質、表面処理（表面仕上げ）、シャフト径Ｄ、シャフト長Ｌの
範囲、雄ねじ長さＦの範囲、雌ねじ長さＢの範囲、雄ねじ径Ｐ、雌ねじ径Ｎが登録されて
いる。
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【００５９】
　図６は、標準部品データ記憶部１７に登録されている準標準部品を表示した他の一例を
示す図である。ここでは、準標準部品として「シャフト（スタンダード）」に所定の追加
工を行った例に挙げている。ここでは、「シャフト（スタンダード）」に関連付けられた
準標準部品データのパラメータとして、追加工位置Ｘ、追加工長ＬＸ、スパナ溝幅Ｗが登
録されている。
【００６０】
　そして、材質、表面仕上げ、シャフト径Ｄ、シャフト長Ｌ、雄ねじ長さＦ、雌ねじ長さ
Ｂ、雄ねじ径Ｐ、雌ねじ径Ｎ、追加工の何れかが標準部品情報又は準標準部品情報に登録
されていない場合、シャフト長Ｌが準標準部品のシャフト長Ｌの設定範囲の範囲外である
場合、雄ねじ又は雌ねじのねじ形式が標準部品又は準標準部品で規定されたねじ形式でな
い場合、標準部品又は準標準部品に所定の追加工以外の追加工が必要な場合には、非標準
部品となる。
【００６１】
　図７は、「ボルト（スタンダード）」に関連付けられた標準部品を表示した一例を示す
図である。図９においては、標準部品の登録項目として、型番、材質、表面処理、雄ねじ
長Ｄ、雄ねじ径Ｌが登録されている。なお、ボルト頭の形状はスタンダードタイプとして
雄ねじ径Ｌに応じて規定されるので、ボルト頭の形状を規定するパラメータは存在してい
ない。
【００６２】
　図３、図５乃至図７に示した標準部品データ及び準標準部品データのパラメータは、一
例であり、実際には、カタログに記載されているすべてのデータをパラメータとしてもよ
い。
【００６３】
　標準部品検索部１８は、設計品データ入力部１４によって変更された部品が、標準部品
データ記憶部１７に記憶される標準部品データ（準標準部品データを含む。以下、同じ。
）が示す標準部品（準標準部品を含む。以下、同じ。）の中に存在するか否かを検索する
。このとき、標準部品データの全てのパラメータ、すなわち、標準部品データが示す全て
の寸法、材質、表面処理などのデータと一致するものが存在するか否かを検索する。
【００６４】
　報知部１９は、変更された部品が標準部品の中に存在しないと標準部品検索部１８によ
る検索によって判明した場合、その旨をディスプレイなどの表示装置１２０に表示させる
。例えば、変更した箇所を他よりも目立つ色、例えば赤で表示する、変更した箇所をハイ
ライト表示させる。さらに、報知部１９は、スピーカ装置などの報知装置１６０に警告音
を報知させてもよい。
【００６５】
　さらに、変更された部品が標準部品の中に存在しないと標準部品検索部１８による検索
によって判明した場合、設計品データ記憶部１２に記憶されている変更前の部品に係る部
品データを、変更された寸法などのデータのみを変更した部品データに置き換える。
【００６６】
　変更された部品が標準部品の中に存在すると標準部品検索部１８による検索によって判
明した場合、設計品データ記憶部１２に記憶されている変更前の部品に係る部品データを
、変更後に部品に該当する標準部品に係る標準部品データに置き換える。
【００６７】
　図４は、設計品データ表示部１５によって設計品が表示された画面２０の一例を示す図
である。この画面２０は、設計品データ表示部１５によって表示され、画面２０には、設
計品の画像が主表示領域２１に表示され、階層化されたファイル名がファイル名表示領域
２２に表示される。
【００６８】
　また、任意の部品に係る部品データを表示した画像（図３、図５乃至図７参照）を、必
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要に応じて画面２０に表示させてもよい。また、リスト作成部１３が作成したリスト（図
２参照）も画面２０に表示させてもよい。さらに、リスト作成部１３が作成したリストを
出力装置１３０から出力させてもよい。
【００６９】
　以下、２枚の板を４本のシャフトで連結し４個のボルトで固定したものを設計品の例と
して、上述したＣＡＤシステムが処理する処理手順の第１実施例を、図８のフローチャー
トを参照して説明する。
【００７０】
　なお、このフローは設計者がＣＡＤシステムを用いて３次元の設計品データを完成させ
て、この設計品データが示す設計品の形状データを設計品データ表示部１５がディスプレ
イなどに表示させた後の処理を示している。この設計品データ表示部１５が形状データを
表示させるステップが、本発明の表示ステップに相当する。
【００７１】
　設計者は、ＣＡＤシステムで作成した設計品のうちの何れかの部品の形状を、設計品デ
ータ入力部１４によって、変更させる処理を行う（Ｓ１１）。ここでは、４本のシャフト
の内の何れかの１本のシャフトのシャフト長Ｌを１００ｍｍから８０ｍｍに変更する処理
をＣＡＤシステムで行ったとする。
【００７２】
　図３に示すように、各シャフトは、シャフト径Ｄ、シャフト長Ｌ、ねじ部長さＦなど寸
法を示すデータの他、タイプ、材質、Ｄ公差、硬度及び表面処理を示すデータなどの商品
仕様を特定するデータなどによって型番が特定される。
【００７３】
　４本のシャフトは同一、すなわち、これらに付されたファイル名、型番なども同じであ
るので、４本のシャフトのシャフト長Ｌを示すデータが全て１００ｍｍから８０ｍｍに変
更される。この設計品データ入力部１４によって部品の寸法を変更する指示を受け付ける
ステップが、本発明の受付ステップに相当する。
【００７４】
　標準部品検索部１８は、変更後のシャフトが、標準部品データ記憶部に標準部品として
記憶されているか否かを検索する（Ｓ１２）。このとき、まず、タイプ、材質、Ｄ公差、
硬度及び表面処理などの商品タイプを特定するデータによって商品タイプを特定するため
の検索を行う。そして、特定した商品タイプ（図３では「ＳＦＡＤ」）の中でシャフト長
Ｌを示すデータが型番の何れかのデータ（例えば、図３では型番の２番目のデータ）であ
るかを検索し、そのデータが８０ｍｍである標準部品が標準部品データ記憶部に記憶され
ているか否かを検索する。この標準部品検索部１８が検索するステップが、本発明の検索
ステップに相当する。
【００７５】
　なお、シャフトの部品データを表示する欄において、設計品データ入力部１４によって
シャフト長Ｌを１００ｍｍから８０ｍｍに変更させてもよい。この設計品データ入力部１
４によって部品の寸法を変更する指示を受け付けるステップも、本発明の受付ステップに
相当する。
【００７６】
　このとき、標準部品検索部１８は、変更後のシャフトが、標準部品データ記憶部に標準
部品として記憶されているか否かを、上記で説明したのと同様に検索する（Ｓ１２）。た
だし、このとき、シャフト長Ｌを示すデータが変更されているだけであり、商品タイプ（
図３では「ＳＦＡＤ」）は変更されていない。そこで、シャフト長Ｌを示すデータが８０
ｍｍであって、他のデータが全て変更前のシャフトと同じデータを有する標準部品が標準
部品データ記憶部の商品タイプが同じ標準部品が格納されている領域内に記憶されている
か否かを検索してもよい。このように標準部品検索部１８が検索するステップも、本発明
の検索ステップに相当する。
【００７７】
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　変更後のシャフトが標準部品データ記憶部に標準部品として記憶されているとされた場
合（Ｓ１２：ＹＥＳ）、設計品データ作成部１１は、シャフト長Ｌを変更した形状データ
で部品データを置き換えるだけでなく、変更前のシャフトの型番及びファイル名を変更後
のシャフトの型番及びファイル名に置き換えた部品データを、設計品データ記憶部１２に
記憶する（Ｓ１３）。この部品の型番を置き換えるステップが、本発明の型番置換ステッ
プに相当する。
【００７８】
　なお、部品のファイル名は、型番又はその一部も含むものであっても、任意の方法で重
複がないように付与されるものであってもよい。さらに、構成する部品の一部が変更され
たので、変更後の設計品に係るファイル名も変更して、設計品データ作成部１１は設計品
データ記憶部１２に記憶する（Ｓ１４）。ただし、ファイル名のバージョンを変更するだ
けでもよい。
【００７９】
　そして、設計品データ表示部１５は、部品を変更した変更後の設計品の形状データにし
て表示装置１２０に表示させる（Ｓ１５）。部品を変更した後の設計品データを再度表示
するステップが、本発明の再表示ステップに相当する。
【００８０】
　シャフト長Ｌを１００ｍｍから９８ｍｍに変更したような場合、標準部品データ記憶部
１７に、標準部品としては記憶されていないが、準標準部品として記憶されている場合が
ある。このような場合も、設計品データ作成部１１は、変更前のシャフトに係る型番及び
ファイル名を当該準標準部品に係る型番及びファイル名に置き換えて設計品データ記憶部
１２に記憶する（Ｓ１３）。
【００８１】
　準標準部品は、シャフト長Ｌの寸法に応じて価格、納期などが変動する場合がある。そ
こで、予めシャフト長Ｌをパラメータとする計算式などを、標準部品データ記憶部１７に
記憶しておき、計算結果を変更後のシャフトの価格、納期などとして準部品データとする
ことが好ましい。この場合、変更後の部品の価格を設計者に自動的に提示することが可能
となる。この変更後の部品の価格を算出するステップが、本発明の価格算出ステップに相
当する。
【００８２】
　一方、シャフト長Ｌを１００ｍｍから１０００ｍｍに変更したような場合、変更後のシ
ャフトが、標準部品データ記憶部１７に標準部品としても準標準部品としても記憶されて
いない場合がある（Ｓ１２：ＮＯ）。
【００８３】
　この場合、設計者のミスである可能性もあるので、変更後のシャフトは標準部品にも準
標準部品にも該当しないことを報知部１９が表示装置１２０又は報知装置１６０に警告を
報知させ、設計者に注意を促す（Ｓ１６）。この報知部１９が警告を報知させるステップ
が、本発明の警告ステップに相当する。
【００８４】
　変更後の部品には型式に基づいて型番、及び型番に基づくファイル名が自動的に決定さ
れないので、任意の方法で、変更前から変更した型番及びファイル名を作成し、これらを
設計品データ記憶部１２に記憶する（Ｓ１７）。
【００８５】
　そして、設計品データ表示部１５は、部品を変更した後の設計品の形状データを表示装
置１２０に表示させる（Ｓ１５）。
【００８６】
　以上のように、第１実施例によれば、変更後の部品が標準部品である場合（Ｓ１２：Ｙ
ＥＳ）、又は変更後の部品の寸法が準標準部品の寸法範囲内である場合（Ｓ１２：ＹＥＳ
）、変更後の部品の型番は当該標準部品に係る型番に自動的に置き換わる（Ｓ１３）。よ
って、設計者が変更後の部品が標準部品又は準標準部品であるか否か、及び変更後の部品
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の型番などを調べる必要がなく、設計作業の簡略化を図ることが可能となる。
【００８７】
　また、部品メーカにとって、当初はカタログに掲載された部品で受注が見込まれた標準
部品が、設計変更によって部品を受注できなくなるおそれを減少することが可能になる。
さらに、部品を変更した後、リスト作成部１３でリストを作成するとき、型番を変更後の
型番を置き換えたリストを自動的に作成することができる。
【００８８】
　また、部品を変更したとき、当該部品に係るファイル名が自動的に変更するので（Ｓ１
７）、変更前後でファイル名の混合を防止することが可能となる。
【００８９】
　また、変更後の部品が標準部品でない場合（Ｓ１２：ＮＯ）、表示装置１２０又は報知
装置１６０で警告が報知されるので（Ｓ１６）、一般的に安価で短納期の標準部品を設計
者が採用することを促すことが可能になる。
【００９０】
　以下、同じ設計品を例として、上述したＣＡＤシステムが処理する処理手順の第２実施
例を、図９のフローチャを参照して説明する。
【００９１】
　設計者は、ＣＡＤシステムで作成した設計品のうちの何れかの部品の形状を、設計品デ
ータ入力部１４によって、変更させる処理を行う（Ｓ２１）。ここでは、４本のシャフト
の内の何れかの１本のシャフトに切り欠きを追加工する処理をＣＡＤシステムで行ったと
する。
【００９２】
　このとき、４本のシャフトは同一、すなわち、これらに付されたファイル名、型番など
も同じであるので、４本のシャフト全てに切り欠きが追加される。１本のシャフトのみに
切り欠きを追加するとき、シャフトに付されたファイル名を他のシャフトに付与されるフ
ァイル名とは異ならせておく必要がある。標準部品に追加工を行った部品は、もはや標準
部品ではないが、追加工が予め定められたものであれば、準標準部品である可能性がある
。
【００９３】
　そこで、シャフトに追加した切り欠きが、標準部品データ記憶部１７に標準部品に対す
る予め定められた追加工として記憶されているか否かを検索する（Ｓ２２）。このとき、
追加工を示すデータが所定寸法の切り欠きを示すデータであって、他のデータが全て変更
前のシャフトと同じデータを有する標準部品が標準部品データ記憶部に記憶されているか
否かを検索する。
【００９４】
　シャフトに追加した切り欠きが、標準部品データ記憶部１７に標準部品に対する予め定
められた追加工として記憶されているとされた場合（Ｓ２２：ＹＥＳ）、設計品データ作
成部１１は、切り欠きを追加した形状データで部品データに置き換えるだけでなく、変更
前のシャフトの型番及びファイル名を変更後のシャフトの型番及びファイル名に置き換え
た部品データを、設計品データ記憶部１２に記憶する（Ｓ２３）。
【００９５】
　そして、上述した第１実施例と同様に、設計品データ作成部１１は変更後の設計品及び
部品に係るファイル名も変更して設計品データ記憶部１２に記憶し（Ｓ２４）、設計品デ
ータ表示部１５は、部品に追加工した後の設計品の形状データを表示装置１２０に表示さ
せる（Ｓ２５）。
【００９６】
　一方、シャフトに追加工した形状が、標準部品データ記憶部１７に標準部品に対する予
め定められた追加工として記憶されていない場合（Ｓ２２：ＮＯ）、変更後のシャフトは
準標準部品に該当しないことを報知部１９が表示装置１２０又は報知装置１６０に警告を
報知させ、設計者に注意を促す（Ｓ２６）。



(14) JP 6155404 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

【００９７】
　そして、上述した第１実施例と同様に、変更後の部品の型番及びファイル名を作成して
設計品データ記憶部１２に記憶し（Ｓ２７）、設計品データ表示部１５は、部品を追加項
した後の設計品の形状データを表示装置１２０に表示させる（Ｓ２５）。
【００９８】
　以上のように、第２実施例によれば、変更後の部品の形状が準標準部品の形状と一致す
る場合（Ｓ２２：ＹＥＳ）、変更後の部品の型番は当該標準部品又は準標準部品に係る型
番に自動的に置き換わる（Ｓ２３）。よって、設計者が変更後の部品が準標準部品である
か否か、及び変更後の部品の型番などを調べる必要がなく、設計作業の簡略化を図ること
が可能となる。
【００９９】
　また、変更後の部品の寸法が準標準部品でない場合（Ｓ２２：ＮＯ）、表示装置１２０
又は報知装置１６０で警告が報知されるので（Ｓ２６）、準標準部品に部品の形状を変更
させようという意識を設計者に与えることが可能になる。
【０１００】
　以下、同じ設計品を例として、上述したＣＡＤシステムが処理する処理手順の第３実施
例を、図１０のフローチャを参照して説明する。
【０１０１】
　設計者は、ＣＡＤシステムで作成した設計品のうちの何れかの部品の形状を、設計品デ
ータ入力部１４によって、変更させる処理を行う（Ｓ３１）。ここでは、４本のシャフト
の内の何れかの１本のシャフトの雌ねじ径Ｎを５ｍｍから４ｍｍに変更する処理をＣＡＤ
システムで行ったとする。なお、シャフトの部品データを表示する欄において、設計品デ
ータ入力部１４によって雌ねじ径Ｎを５ｍｍから４ｍｍに変更させてもよい。
【０１０２】
　これらのとき、４本のシャフトは同一、すなわち、これらに付されたファイル名、型番
なども同じであるので、４本のシャフトの雌ねじ径Ｎが全て５ｍｍから４ｍｍに変更され
る。
【０１０３】
　変更後のシャフトが、標準部品データ記憶部１７に標準部品として記憶されているか否
かを検索する（Ｓ３２）。このとき、雌ねじ径Ｎを示すデータが５ｍｍであって、他のデ
ータが全て変更前のシャフトと同じデータを有する標準部品が標準部品データ記憶部に記
憶されているか否かを検索する
　変更後のシャフトが、標準部品データ記憶部１７に標準部品として記憶されている場合
（Ｓ３２：ＹＥＳ）、設計品データ作成部１１は、雌ねじ径Ｎを変更した形状データに部
品データを置き換えるだけでなく、変更前のシャフトの型番及びファイル名を変更後のシ
ャフトの型番及びファイル名に置き換えた部品データを、設計品データ記憶部１２に記憶
する（Ｓ３３）。
【０１０４】
　さらに、シャフトの雌ねじ径Ｎが５ｍｍから４ｍｍに変更されたので、シャフトの雌ね
じに螺合するボルトの雄ねじ径Ｌも５ｍｍから４ｍｍに変更する必要がある。
【０１０５】
　そこで、変更後のボルトが標準部品データ記憶部１７に標準部品又は準標準部品として
記憶されているか否かを検索する（Ｓ３４）。
【０１０６】
　変更後のボルトが標準部品データ記憶部に標準部品又は準標準部品として記憶されてい
る場合（Ｓ３４：ＹＥＳ）、設計品データ作成部１１は、雄ねじ径Ｌを変更した形状デー
タに部品データを置き換えるだけでなく、変更前のボルトの型番及びファイル名を変更後
のボルトの型番及びファイル名に置き換えた部品データを、設計品データ記憶部１２に記
憶する（Ｓ３５）。
【０１０７】



(15) JP 6155404 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

　さらに、構成する部品の一部が変更されたので、変更後の設計品に係るファイル名も変
更して、設計品データ作成部１１は設計品データ記憶部１２に記憶する（Ｓ３６）。ただ
し、この場合、ファイル名のバージョンを変更するだけでもよい。
【０１０８】
　その後、設計品データ表示部１５は、変更されたシャフト、及びこれに関連して変更さ
れたボルトを含む設計品の形状データをディスプレイなどの表示装置１２０に表示する（
Ｓ３７）。
【０１０９】
　一方、変更後のシャフト又はボルトが、標準部品データ記憶部１７に標準部品としても
準標準部品としても記憶されていない場合（Ｓ３２：ＮＯ、Ｓ３４：ＮＯ）、報知部１９
が表示装置１２０又は報知装置１６０に警告を報知させ、設計者に注意を促す（Ｓ３８）
。
【０１１０】
　そして、上述した第１実施例と同様に、変更後の部品及びこれに関連して変更された部
品の型番及びファイル名を作成して設計品データ記憶部１２に記憶し（Ｓ３９）、設計品
データ表示部１５は、これらの部品を変更した後の設計品データを表示装置１２０に表示
させる（Ｓ３８）。
【０１１１】
　以下、同じ設計品を例として、上述したＣＡＤシステムが処理する処理手順の第４実施
例を、図１１のフローチャを参照して説明する。
【０１１２】
　設計者は、ＣＡＤシステムで作成した設計品のうちの何れかの部品を、設計品データ入
力部１４によって、当該部品と同じ種類の他の部品に変更させる処理を行う（Ｓ４１）。
ここでは、ボルトを他の種類のボルトに変更する指示を、ボルトの部品データを表示する
欄において、設計品データ入力部１４によって受け付ける。
【０１１３】
　雄ねじ長Ｌ及び雄ねじ径Ｄが同じであっても多種類のボルトが存在し、用途などを考慮
して、設計者によって適宜な種類のボルトが選択される。
【０１１４】
　標準部品データ記憶部１７には、標準部品及び準標準部品のデータが記憶されているが
、シャフト、ボルト、ナットなど部品種類に応じて階層的に記憶されている。そして、各
部品種類ごとに、全ての標準部品及び準標準部品に対して、予め定められた寸法がパラメ
ータとして付与されている。例えば、全種類のボルトには、雄ねじ長Ｌ及び雄ねじ径Ｄが
パラメータとして付与されている。そして、これらパラメータが同じであれば、種類が異
なる部品であっても、置き換えが可能である。
【０１１５】
　そこで、変更前のボルトを、標準部品データ記憶部１７に標準部品又は準標準部品とし
て記憶された種類のボルトに変更させたとき、設計品データ作成部１１は、変更後の種類
のボルトの形状データで部品データに置き換えるだけでなく、変更前のボルトの型番及び
ファイル名を変更後のボルトの型番及びファイル名に置き換えた部品データを、設計品デ
ータ記憶部１２に記憶する（Ｓ４２）。この設計品データ作成部１１が、部品の種類を置
き換えるステップが、本発明の関連部品変更ステップに相当する。
【０１１６】
　そして、上述した第１実施例と同様に、変更後の設計品及び部品のファイル名を作成し
て設計品データ記憶部１２に記憶する（Ｓ４３）。
【０１１７】
　設計品データ表示部１５は、設計品データ記憶部１２に記憶された、変更後のボルトの
を変更前のボルトのパラメータに合わせて置き換えた設計品データを表示装置１２０に表
示させる（Ｓ４４）。
【０１１８】
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　以上のように、第４実施例によれば、変更前の部品の位置に、変更後の部品を配置する
ことが可能になる。
【０１１９】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して説明したが、本発明はこれに限定され
ない。
【符号の説明】
【０１２０】
　１１…設計品データ作成部、　１２…設計品データ記憶部、　１３…リスト作成部、　
１４…設計品データ入力部、　１５…設計品データ表示部、　１６…部品データ表示部、
　１７…標準部品データ記憶部、　１８…標準部品検索部、　１９…報知部、　２０…画
面、　２１…主表示領域、　２２…ファイル名表示領域、　１００…コンピュータ、　１
１０…入力装置、　１２０…表示装置、　１３０…出力装置、　１４０…通信装置　１５
０…記憶装置、　１６０…報知装置。

【図１】

【図２】

【図３】
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